
対象手続
・安全運転管理者の選任（解任）の届出
・副安全運転管理者の選任（解任）の届出
・安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出
・副安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出

インターネット申請の開始に伴い、警察署窓口で交付していた安全運転管
理者証等を廃止します。お手持ちの安全運転管理者証等は必要なくなります
が、同管理者証に記載の整理番号は講習等で必要になりますので、控えてお
いてください。
※新たに申請される方には、受理時に口頭又は
電子メールにより整理番号をお伝えします。

廃 止

①申請者が県警HP又は警察庁HPにある警察行政手続サイトを通

じて事業所等を管轄する警察署にメールで申請

②警察署で申請内容を確認・審査 ③申請者へ受理連絡


